
- 28 -

別表六の二(十七)
｢18｣欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の

法人税額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の15第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢10553｣

③　｢適用額｣欄：｢18｣欄の金額

｢18｣欄


